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資料１



空家等対策の取組状況について

■空き家相談件数の状況
空き家に関する相談件数

令和４年度 月別相談件数推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 2 7 5 4 4 5 5 4 3 2 1 0

0
1
2
3
4
5
6
7
8

件
数

H30 R元 R2 R3 R4

相談件数（年度別） 98 31 62 55 42

相談内容内訳（１件の相談に複数の相談内容あり）

雑草・樹木の繁茂 25 19 35 42 31

建物の老朽や劣化 60 11 23 15 9

動物・害虫(含蜂の巣)の関係 9 4 12 14 5

ごみの投棄の関係 5 0 3 2 2

防犯、防火上の危険性 8 1 1 1 1

その他 7 0 6 0 3
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空家等対策の取組状況について (特定空家等に対する措置)

■空家等に対する措置状況
平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

合 計

助言
(法12条) 26 48 39 48 61 95 67 31 415

助言※長屋一部
(条例7条) 15 9 3 27

助言・指導
(法14条1項) 0 2 1 3 16 15 13 8 58

勧告
(法14条2項) 0 1 0 2 0 1 5 1 10

命令
(法14条3項) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行政代執行
(法14条9項) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

略式代執行
(法14条10項) 0 0 1 0 1 0 0 0 2

※「一部空家助言(条例7条)」は、池田市空家等及び空き長屋等の適切な管理に関する条例（令和
２年４月施行）第２条に規定する「長屋若しくは共同住宅の一部が空き家となっているもの」に対し
て、同条例第７条に基づき助言を行ったものを示す。
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空家等対策の取組状況について (特定空家等に対する措置)

■特定空家等に対する措置（1） 令和６年１月末時点

4

NO 所在
番号 区分 住所 地番 老朽化

ランク 指導状況

1 4 特定 伏尾町192-2 伏尾町192 A
2 15 特定 東山町532-12 東山町532-12 B
3 28 特定 古江町1-137 古江町1-137 B
4 46 特定 古江町437 古江町437 A 勧告

5 172 特定 城南1-2-18 城南1-56 B
6 193 特定 大和町6-9 大和町3057-2 B
7 229 特定 西本町2-3 西本町2834 B
8 299 特定 呉服町7-9 呉服町810-25 Ｃ R5除却済

9 500 特定 空港1-2-5 空港1-8-2 A 勧告

10 592 特定 石橋1-7-18 石橋1-24 A
11 608 特定 石橋1-19-10 石橋1-139-6 A
12 704 特定 井口堂2-1-26 井口堂2-235-3 A
13 778 特定 旭丘2-4-40 旭丘2-228-1 B R5除却済

14 886 特定 渋谷1-3-12 渋谷1-271 A
15 929 特定 五月丘1-9-24 五月丘1-65 A
16 980 特定 畑3-3-16 畑3-781-1 A 勧告

17 1068 特定 伏尾町72-100 伏尾町72-100 B 勧告

18 1096 特定 新町10-8 新町2708-1 B
19 1329 特定 呉服町5-12 呉服町800-1 A R5除却済（代執行）

20 675 特定 石橋4-22-11 石橋4-141-1 B R5新規指定



■特定空家等に対する措置 所在番号299

空家等対策の取組状況について (特定空家等に対する措置)

令和５年１２月（除却後）の状況

①

②

②

位置図 令和５年７月時点

①

②

①呉服町7-9
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■特定空家等に対する措置 所在番号778

空家等対策の取組状況について (特定空家等に対する措置)

令和６年２月現在の状況

①

②
②

位置図 令和５年８月

① ①

②

旭丘2-4-40
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■特定空家等に対する措置 所在番号675

空家等対策の取組状況について (特定空家等に対する措置)

令和５年８月立入調査時の状況

②

位置図 令和５年５月
①

② 一部改善

① 一部改善

①

樹木が繁茂し、家屋
の屋根が破損してい
る状況

石橋4-22-11
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②



空家等対策の取組状況について (特定空家等に対する措置)

■空家等・危険家屋等の状況

◆空家等の状況について
平成27年時点 令和６年１月末時点

1,074件 ⇒ ６５４件
（A：42件 B:191件 C:126件 D:348件 E:367件） （A：13件 B:88件 C:151件 D:179件 E:220件）

※ 建物の危険性や管理
状況から順にA～Eの５段
階にランク分けしています。

その中でも危険な状態
にある空家はA、Bランク
に分類されます。

◆「特定空家等及びそれに準ずる空家等」の状況について

平成27年時点 令和６年１月末時点

233件 ⇒ １０１件
（A：42件 B:191件） （A：13件 B:88件）

8



■空家バンク補助制度について

◆池田市空家バンク仲介手数料補助金

（売買契約：上限20万円、賃貸借契約：上限5万円 H30/5～R4/4）

◆池田市空家バンクインスペクション補助金

（上限5万円 H30/5～R4/4）

空家等対策の取組状況について (空家等の利活用の促進)

令和元年度 １件 （賃貸：１件）
令和２年度 ３件 （売買：３件）
令和３年度 ２件 （賃貸：１件、売買：１件）
令和４年度 １件 （売買：１件）
令和５年度 １件 （売買：１件）

平成３０年度 １件
令和元年度 １件

※インスペクション（建物状況調査）とは、
専門的な知見を有する技術者が、建物の

基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、
雨漏り等の劣化事象及び不具合事象の状況
を目視、計測等により調査するもの。

○ 利用者登録数 １名 （賃貸希望）

計 ８件

計 ２件 9



◆補助実績（H27/4～）

平成２７年度 ３件 上限４０万円補助
平成２８年度 ６件 同 上
平成２９年度 ６件 同 上
平成３０年度 ６件 同 上
令和 元年度 ７件 同 上

令和 ２年度 １０件 上限２０万円補助
令和 ３年度 ６件 同 上
令和 ４年度 ６件 同 上
令和 ５年度 １件 同 上
（1月末時点）

■空き家等老朽木造住宅除却補助（H27/4～）

空家等対策の取組状況について (空家等の利活用の促進)
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◆調査件数

令和４年度：１２０件の外観調査実施（１０件/月×１２ヶ月）

・A、B、Cランク中心に、市からの助言・指導後の改善

状況確認を実施

◆市からの助言・指導後の改善状況確認を実施

■シルバー人材センター活用による空家調査の実施

空家等対策の取組状況について (空き家の適切な管理の促進)
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◆一般社団法人地方創生パートナーズ主催

実施日：令和6年1月12日（金）

内容：①相続土地国庫帰属制度

②相続登記の申請義務化

③自筆証書遺言書保管制度

④司法書士から見た相続登記の必要性

⑤空き家対策特措法の改正

参加人数：28名/個別相談会：6組

■相続・空き家対策セミナー及び個別相談会の実施

空家等対策の取組状況について (空き家の適切な管理の促進)
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

行政代執行について（報告）

資料２



■行政代執行案件

行政代執行について（報告）
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■行政代執行の経過

行政代執行について（報告）

令和５年８月２１日 代執行開始宣言、準備工事
８月２２日～ 樹木撤去
８月２３日～ 動産搬出、建築物解体・搬出
９月１９日 代執行終了宣言

写真（実施前） 写真（実施後）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

空き家法改正について

資料３



空き家法改正について
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空き家法改正について【活用拡大】 ①空き家等活用促進区域
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空き家法改正について【活用拡大】 ①空き家等活用

■空家等活用促進区域における大阪府内市町村の

検討状況

・検討しているい ４２市町村

・検討できていない ４１市町村（池田市含む）

理由については、他部局との調整や、区域の指定範囲
について、慎重に検討する必要があることから、現時点
では未定（検討できていない）としている自治体が多い。

19

令和5年１２月中旬時点



空き家法改正について【活用拡大】 ③支援法人制度
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空き家法改正について【活用拡大】 ③支援法人制度

21

■空家等管理活用支援法人制度における

大阪府内市町村の審査基準公表状況

・策定して公表している ４ 3市町村

・当面の間は様子をみる 24市町村

理由については、一旦は様子を見ながら、制度構築に
向けて検討をしていくという理由が多い。

令和5年１２月中旬時点



空き家法改正について【活用拡大】 ③支援法人制度
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■支援法人制度については、空き家法第23条第1項に

おいて規定されている

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二

項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等
の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる
業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管
理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

上記の申請は、行政手続法に基づく「申請」となるため、
必ず、審査基準を定める必要がある。



空き家法改正について【活用拡大】 ③支援法人制度
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■制度構築に向けて検討している市町村の対応に

ついては・・・

『改正された空家法に基づく管理活用支援法人制度の
指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針
が定められるまでの間、市長はこれを指定しないものと
する。』

上記の公表が必要となり、本市においても実施する。



空き家法改正について【管理の確保】 ①特定空家化を未然に防止する管理
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空き家法改正について【管理の確保】 ①特定空家化を未然に防止する管理

25



空き家法改正について【管理の確保】 ①特定空家化を未然に防止する管理
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空き家法改正について【管理の確保】 ①特定空家化を未然に防止する管理

27

■管理不全空家については、法的な位置付けがされた

ものの、判断基準は自治体の裁量権となることから、

空き家等対策計画に位置づけする予定。

現時点での検討案としては・・・

①チェックシートを作成し、絶対評価において決定。

②対策計画に位置づけしたうえで、本協議会において

管理不全空家の該当可否を報告or審議にて決定。



空き家法改正について【管理の確保】 ②所有者把握の円滑化
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■所有者把握の円滑化については、空き家法第10条
に規定

第十条 市町村長は、固定資産の課税その他の事務のために利用する目的で保有
する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この
法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の
目的以外の目的のために内部で利用することができる。

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされて
いるもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているも
ののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空
家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められた
ときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供
を行うものとする。

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要がある
ときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の
者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることがで
きる。



空き家法改正について【特定空家の除却等】 ①状態の把握
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■市区町村に対する報告徴収権については、空き家法

第9条に規定

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の
所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要
な調査を行うことができる。

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度に
おいて、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又
はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調
査をさせることができる。

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認め
られる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所
有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知す
ることが困難であるときは、この限りでない。

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その
身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけれ
ばならない。

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと
解釈してはならない。



空き家法改正について【特定空家の除却等】 ②代執行の円滑化
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空き家法改正について【特定空家の除却等】 ②代執行の円滑化
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■緊急時の代執行については、空き家法第22条第11項
費用徴収については、同条第12項に規定。

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、
除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置
(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく
衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却
を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく
危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その
他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるとき
で、第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがな
いときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担
において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五
条及び第六条の規定を準用する。

・
・・新設



空き家法改正について【特定空家の除却等】 ③財産管理人による空家の管理等
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池田市空家対策に係る協力事業者登録制度要綱（案） 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、空家化の予防、空家の適切な管理又は空家の利活用(以

下「空家対策」という。)に関する総合相談ができる事業者の情報の登録を

行い、その情報を公開し、空家所有者等に提供することにより、空家対策

に取り組む環境を整え、空家対策の促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (1)空家  居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びそ

の敷地をいう。 

(2)空家所有者等  所有権その他の権利の権原に基づき、空き家の管理等

を行うものをいう。 

(3)協定締結団体  空家対策を円滑に実施することを目的として、市と協

定を締結している団体をいう。 

 （協力事業者） 

第３条 空家対策に関する総合相談ができる事業者（以下「協力事業者」とい

う。）として登録することができる者は、次の各号のいずれにも該当する

者とする。 

(1)定款又はそれに準ずるものを定めていること。 

(2)池田市暴力団の排除に関する条例(平成 23 年池田市条例第 20 号)第２条

第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第３号

に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

(3)池田市税等を滞納していない者であること。 

(4)自らが行う協力事業について、パンフレット、ホームページ、電話相談、

資料４



 

セミナー等で広報を行うことができる者であること。 

(5)自らが行う協力事業に関して必要な許可を受け、免許等の資格を有して

行っているものであること。 

 （協力事業者の登録） 

第４条 協力事業者として登録しようとする者は、池田市空家対策に係る協力

事業者登録申請書（第１号様式）に、次の各号の定める書類を添付して市

長に申請しなければならない。ただし、協定締結団体については、当該申

請をした者とみなす。 

 (1)誓約書（第２号様式） 

 (2)その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適切であ

ると認めたときは、その旨を池田市空家対策に係る協力事業者登録通知書

（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （登録内容の変更） 

第５条 前条第２項に規定する登録通知書による通知を受けた協力事業者は、

当該登録事項に変更があったときは、池田市空家対策に係る協力事業者登

録事項変更届出書（第４号様式）により市長に届け出なければならない。 

 （登録の取り消し） 

第６条 協力事業者は、登録を取り消したいときは、池田市空家対策に係る協

力事業者登録取消届出書（第５号様式）により市長に届け出なければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その登録を取り消すもの

とする。 

３ 第１項の場合のほか、市長は、次のいずれかに該当する者の登録を取り消

すものとする。 

 (1) 第３条に規定する要件に該当しなくなった者 



 

 (2) 第４条第１項第１号に規定する誓約書に掲げる誓約事項に違反した者 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者 

４ 市長は、前２項の規定により登録を取り消したときは、その旨を池田市空

家対策に係る協力事業者登録取消通知書（第６号様式）により通知するものと

する。 

（事業の内容等に係る協議等） 

第７条 総合相談の内容、料金その他必要な事項についての協議及び決定は、

協力事業者と空家所有者等の当事者間で行うものとし、市はこれに関与し

ない。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



第１号様式（第５条関係) 

年  月  日  

池田市長 あて 

申請者 所在地 

法人名又は団体名 

代表者氏名             

 

池田市空家対策に係る協力事業者登録申請書 

 

池田市空家対策に係る協力事業者登録制度要綱第５条の規定に基づき、下記のとおり

申請します。 

記 

事業者の名称  

所在地  

電話番号  

ＦＡＸ  

メールアドレス  

ホームページアドレス  

備考  

添付図書 

１ 誓約書（第２号様式） 

２ 定款又はそれに準ずるもの 



第２号様式（第５条関係） 

年  月  日 

池田市長 あて 

所在地 

法人名又は団体名 

代表者氏名             

 

誓約書 

私は、池田市空家対策に係る協力事業者登録申請に当たり、池田市空家対策に係る協

力事業者登録制度要綱（以下「要綱」という。）に定める制度の趣旨等を理解した上で、

下記の事項について誓約します。 

記 

１ 私は、要綱第３条の規定に基づく以下の要件を満たしています。 

（１）定款等を定めていること。 

（２）池田市暴力団の排除に関する条例(平成23年池田市条例第20号)第２条第２号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第３号に規定する暴力団密接

関係者でないこと。 

（３）池田市税等を滞納していない者であること。 

（４）自らが行う協力事業について、パンフレット、ホームページ、電話相談、セミナー

等で広報を行うことができる者であること。 

２ 本制度を介して発生した問題等について、当事者間で解決すること。 

３ 空家所有者等から相談等を受けた際は、誠意をもって対応すること。 

４ その他登録に関する市長からの指示事項には、誠意をもって対応すること。 

 



第３号様式（第５条関係） 

第   号 

                                 年  月  日 

     様 

池田市長          

 

池田市空家対策に係る協力事業者登録通知書 

    

年  月  日付けで申請のありました池田市空家対策に係る協力事業者登録につ

いては、下記のとおり登録が完了したので、池田市空家対策に係る協力事業者登録制度要

綱第４条の規定に基づき通知します。 

 

記 

登録日：   年  月  日 

※変更等が生じた場合は、速やかに手続を行ってください。 

 



第４号様式（第６条関係） 

年  月  日  

池田市長 あて 

申請者 所在地 

法人名又は団体名 

代表者氏名             

 

池田市空家対策に係る協力事業者登録事項変更届出書 

 

池田市空家対策に係る協力事業者登録制度要綱第５条の規定に基づき、下記のとおり

登録事項の変更について届け出ます。 

 

記 

 

変更内容  

 



第５号様式（第７条関係） 

年  月  日  

池田市長 あて 

申請者 所在地 

法人名又は団体名 

代表者氏名             

 

池田市空家対策に係る協力事業者登録取消届出書 

 

池田市空家対策に係る協力事業者登録制度要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり

池田市空家対策に係る協力事業者登録を取り消したいので届け出ます。 

 

記 

 

取消理由  

 



 

第６号様式（第７条関係） 

第   号 

                                 年  月  日 

     様 

池田市長          

 

池田市空家対策に係る協力事業者登録取消通知書 

    

 池田市空家対策に係る協力事業者登録制度要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり池

田市空家対策に係る協力事業者登録を取り消したことを通知します。 

 

記 

１ 取消の理由 

 


